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○扶桑町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱 

令和２年３月３０日要綱第９号 

改正 

令和３年３月１７日要綱第５７号 

令和５年３月２８日要綱第１８号 

令和６年３月２９日要綱第２７号 

令和８年３月３１日要綱第９号 

扶桑町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、温室効果ガスの排出を抑制するため、住宅用地球温暖化対策設備の設置

経費の一部を補助することにより町民が住宅で行う再生可能エネルギーの利用を促進し、も

って地球温暖化防止に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ） 家庭での電力使用量等を自動で実測し、

エネルギーの見える化を図るとともに、機器の電力使用量などを調整する制御機能を有す

るもの（愛知県が実施する愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金の交付対象

（以下この条において「県補助対象設備」という。）として指定されたものに限る。） 

(2) 定置用リチウムイオン蓄電システム リチウムイオン蓄電池部（リチウムイオンの酸化

及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。）及びインバータ等の電力変換

装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停電

時や電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用することができるもの（県補助対象

設備として指定されたものに限る。） 

(3) 住宅用太陽光発電システム 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれ

に付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費されるもの（太陽電池の最

大出力（構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計）１０キロワット未満のもの

で県補助対象設備として指定されたものに限る。） 

(4) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（以下この条において「ＺＥＨ」という。） 外皮

の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの設置により、室内環

境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーシステムを

設置することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住

宅であって、次号に定める国ＺＥＨ支援事業により補助を受けるもの 

(5) 国ＺＥＨ支援事業 当該年度に経済産業省、国土交通省又は環境省がＺＥＨ普及促進を

目的に実施する補助事業 

(6) 高性能外皮等 ＺＥＨに必要な高断熱外皮、空調設備、給湯設備（家庭用燃料電池シス

テムを除く。）及び換気設備 

(7) 家庭用燃料電池システム 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、

ＬＰガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の

排熱を給湯等に利用できるもの（県補助対象設備として指定されたものに限る。） 

(8) 電気自動車等充給電設備 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車（以下「電気

自動車等」という。）への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力供給が

可能なもの（県補助対象設備として指定されたものに限る。） 
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（補助対象システムの区分） 

第３条 補助の対象となるシステム（以下「対象システム」という。）の区分は、次に掲げる

とおりとする。 

(1) 家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）の単独設置 

(2) 定置用リチウムイオン蓄電システムの単独設置 

(3) 住宅用太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）及び定置用リ

チウムイオン蓄電システムの一体的設置 

(4) 住宅用太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）及び高性能外

皮等（ＺＥＨ）の一体的設置 

(5) 家庭用燃料電池システム（エネファーム）の単独設置 

(6) 電気自動車等充給電設備（Ｖ２Ｈ）の単独設置 

(7) 住宅用太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）及び電気自動

車等充給電設備（Ｖ２Ｈ）の一体的設置 

２ 前項各号に掲げる対象システムは、未使用のものに限る。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる各号のいずれかを満たすもの

（以下「補助対象者」という。）とする。ただし、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下こ

の項において同じ。）、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有している者及び補助金の交付申請日において町税を滞納している者は、

補助対象者としない。 

(1) 町内において自らが所有し、かつ、居住する住宅（集合住宅を除く。以下この項におい

て同じ。）に対象システムを設置した者 

(2) 町内において自ら居住するため、建売住宅供給者から対象システム付き新築住宅を購入

した者 

(3) その他町長が特に必要と認める者 

２ 前項第１号及び第２号に掲げる住宅が店舗等併用住宅の場合は、延べ床面積の２分の１以

上を住宅の用に供するものに限る。 

３ 補助金の交付を受けることができる回数は、前条各号に規定する対象システムの種類ごと

に、住宅１戸につき１回を限度とする。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助対象経費及び補助金の額は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項に規定する補助金の額に百円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるもの

とする。 

（申請手続等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度内に対象事業を完了し、かつ、対象事

業が完了した日から起算して６０日以内又は当該年度の３月１０日のいずれか早い日までに、

扶桑町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請書（様式第１）に別表第２に掲げる

書類を添付して町長に提出しなければならない。 

２ 前項の対象事業が完了した日とは、次に掲げる日のうち最も遅い日とする。 

(1) 電力会社との電力受給契約に係る系統連系・受給開始日（電力受給契約を行う場合のみ、
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太陽光発電システムに限る。） 

(2) 対象システムの保証開始日（家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）、定置用リチ

ウムイオン蓄電システム、家庭用燃料電池システム（エネファーム）及び電気自動車等充

給電設備（Ｖ２Ｈ）に限る。） 

(3) 国のＺＥＨ支援事業の補助金確定通知日又はＺＥＨ要件に適合することを示すＢＥＬＳ

の評価機関から受けた評価書の評価日（高性能外皮等（ＺＥＨ）に限る。） 

(4) 対象システムの設置工事又は対象システム付き新築住宅の購入に係る支払が完了した日 

(5) 住所を定めた日（新築住宅に限る。） 

３ 町長は、交付申請を先着順に受け付けるものとし、交付申請に係る補助金の額が予算の範

囲内を超えると認められるときは、受付を停止することができる。ただし、停止以後の申請

については、補欠受付として先着順に補欠番号を付し、先に提出された申請の取下げ又は不

交付の発生に応じて、補欠番号順に受け付けるものとする。 

（交付の決定） 

第７条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかに申請に係る書

類の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、扶桑町住宅用地球温暖化対策設

備設置費補助金交付決定通知書（様式第２）により、補助金を交付すべきものと認めなかっ

たときは、扶桑町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金不交付決定通知書（様式第３）に

より、当該補助金を申請した者に対し通知しなければならない。 

２ 町長は、補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、住民基本台帳

の閲覧及び町税の課税及び完納状況の確認をすることができる。 

（補助金の請求及び交付） 

第８条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者（以下「交付対象者」という。）は、町

長に扶桑町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金請求書（様式第４）を提出し、町長はこ

の請求に基づき、補助金を交付するものとする。 

（処分の承認） 

第９条 交付対象者は、当該対象システムを次の各号の期間内において処分しようとするとき

は、扶桑町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金処分承認申請書（様式第５）を町長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）、定置用リチウムイオン蓄電システム、住

宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム（エネファーム）及び電気自動車等充

給電設備（Ｖ２Ｈ）においては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）に定める耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）の期間 

(2) 高性能外皮等（ＺＥＨ）においては、６年間 

２ 町長は、前項の承認をしたときは、扶桑町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金処分承

認通知書（様式第６）により当該交付対象者に通知するものとする。 

（補助金交付の取消し） 

第１０条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交

付の全部又は一部を取消すものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を対象システムの設置以外の用途に使用したとき。 

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。 

(4) 前条の規定による承認を受けずに対象システムを処分したとき。 
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（補助金の返還） 

第１１条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取消した場合において、既に補助金が交

付されているときは、交付対象者に対し、期限を定めて返還を命ずることができる。 

（協力） 

第１２条 町長は、必要があるときは、交付対象者に対してシステムの運転状況に関するデー

タの提供その他の協力を求めることができる。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（扶桑町住宅用新エネルギーシステム導入促進補助金交付要綱の廃止） 

２ 扶桑町住宅用新エネルギーシステム導入促進補助金交付要綱（平成２２年扶桑町要綱第７

号。次項において「旧要綱」という。）は廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の際、現に廃止前の旧要綱の規定により交付された補助金については、な

お従前の例による。 

 

附 則（令和３年３月１７日要綱第５７号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２８日要綱第１８号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日要綱第２７号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月３１日要綱第９号） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱の改正前の扶桑町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱の規定により

交付した扶桑町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金については、なお従前の例による。 

別表第１（第５条関係） 

対象システムの区分 補助対象経費 補助金の額 

家庭用エネルギー管

理システム（ＨＥＭ

Ｓ） 

データ集約機器（計測結果を集

約し、記録に係るサーバー等の

装置等）、通信装置（ゲートウ

ェイ装置、通信アダプタ等）、

制御装置（機器の制御に係るコ

ントローラ等）、モニター装置

（独自端末等）及び計測機器

（電力使用量の計測に係る電力

量センサ、電流計、タップ型電

補助対象経費の合計額に４分の

１を乗じて得た額であって、

10,000円を上限とする。 
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力計等）の購入並びにこれらの

設置に係る工事（据付・配線工

事、セットアップ等）に関する

費用 

定置用リチウムイオ

ン蓄電システム 

設備本体（蓄電池部、電力変換

装置等）及び付属品（キュービ

クル、独自計測表示装置）の購

入並びにこれらの設置に係る工

事（据付・配線工事等）に関す

る費用 

補助対象経費の合計額に４分の

１を乗じて得た額であって、

150,000円を上限とする。 

住宅用太陽光発電シ

ステム 

太陽電池モジュール、架台、接

続箱、直流側開閉器、パワーコ

ンディショナ、交流側開閉器

（サービスブレーカー）、イン

バータ・保護装置、発生電力量

計、余剰電力販売用電力量計及

び配線器具等の購入並びにこれ

らの設置に係る工事（据付・配

線工事等）に関する費用 

補助対象経費の合計額に４分の

１を乗じて得た額であって、

13,200円に設備を構成する太陽

電池モジュールの最大出力（単

位はキロワットとし、小数点以

下２桁未満は切捨てとする。出

力４キロワットを超える設備に

あっては、４キロワットとす

る。）を乗じて得た額を上限と

する。 

高性

能外

皮等

（Ｚ

Ｅ

Ｈ） 

高断熱外皮 外壁、外気に接する天井、屋

根、最下階の床、基礎に用いる

断熱材及び窓（ガラス、サッ

シ）の購入等並びに設置に関す

る費用 

補助対象経費の合計額に４分の

１を乗じて得た額であって、

100,000円を上限とする。 

空調設備 冷暖房設備の熱源機及び室内機

（エアコンのみ）等の購入並び

に設置に関する費用 

給湯設備 給湯設備の熱源機及び貯湯タン

ク等の購入並びに設置に関する

費用（家庭用燃料電池システム

を除く。） 

換気設備 換気設備（24時間換気設備）等

の本体の購入及び設置に関する

費用 

家庭用燃料電池シス 設備本体（燃料電池ユニット・ 補助対象経費の合計額に４分の
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テム（エネファー

ム） 

貯湯ユニット）及び付属品の購

入並びにこれらの設置に係る工

事（据付・配線工事等）に関す

る費用 

１を乗じて得た額であって、

100,000円を上限とする。 

電気自動車等充給電

設備（Ｖ２Ｈ） 

設備本体及び付属品の購入並び

にこれらの設置に係る工事（据

付・配線工事等）に関する費用 

補助対象経費の合計額に４分の

１を乗じて得た額であって、

50,000円を上限とする。 

別表第２（第６条関係） 

対象システムの区分 提出書類 

共通 １ 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

２ 経費の内訳が明記されている書類（見積書等

の写し） 

３ 対象住宅の全景写真 

４ 設置場所の案内図 

５ 対象システムの設置に係る領収書の写し 

６ その他町長が必要と認める書類 

家庭用エネルギー管理システム（ＨＥ

ＭＳ） 

１ 対象システムの仕様、規格等が分かるパンフ

レット等（製造者名、型式が明記されているも

の） 

２ 対象システムの保証書の写し（製造者名、型

式、製造番号及び保証開始日が分かるもの） 

３ 対象システムの設置状態を示す写真（設置状

況及びモニターが起動している状態が確認でき

るもの） 

定置用リチウムイオン蓄電システム １ 対象システムの仕様、規格等が分かるパンフ

レット等（製造者名、型式及び蓄電容量が明記

されているもの） 

２ 対象システムの保証書の写し 

（製造者名、型式、製造番号及び保証開始日が

分かるもの） 

３ 対象システムの設置状態を示す写真（設置状

況、システム本体並びにシステム本体に貼付さ

れている型式及び製造番号が分かるもの） 

住宅用太陽光発電システム １ 対象システムの仕様、規格等が分かるパンフ

レット等（太陽電池モジュールの型式、公称最

大出力、使用枚数等が明記されているもの） 
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２ 「発電設備の連系に関するお知らせ」等の電

力受給契約を証明する書類の写し（電力受給契

約を行う場合のみ） 

３ 太陽電池モジュールの出力対比表又は製造番

号及び測定出力値が分かるもの 

４ 設置完了後の太陽電池モジュールの割付図 

５ 対象システムの設置状況を示す写真（住宅の

全景を含む。） 

高性能外皮等（ＺＥＨ） １ 対象システムの仕様、規格等が分かるパンフ

レット等 

２ 国ＺＥＨ支援事業の完了実績報告書及び補助

金額確定通知書の写し等又は対象住宅がＺＥＨ

であることを示すＢＥＬＳの評価機関から受け

た評価書 

３ ＺＥＨを構成する設備の設置状況を示す写真

（高断熱外皮、空調設備、給湯設備、換気設備

及び照明設備の設置状況が分かるもの） 

４ 住宅の引渡証明書等（引渡日が確認できる書

類） 

家庭用燃料電池システム（エネファー

ム） 

１ 対象システムの仕様、規格等が分かるパンフ

レット等（製造者名、型式、発電出力等が明記

されているもの） 

２ 対象システムの保証書の写し（製造者名、型

式、製造番号及び保証開始日が分かるもの） 

３ 対象システムの設置状態を示す写真（設置状

況、システム本体並びにシステム本体に貼付され

ている型式及び製造番号が分かるもの） 

電気自動車等充給電設備（Ｖ２Ｈ） １ 対象システムの仕様、規格等が分かるパンフ

レット等（製造者名、型式が明記されているも

の） 

２ 対象システムの保証書の写し（製造者名、型

式、製造番号及び保証開始日が分かるもの） 

３ 対象システムの設置状態を示す写真（設置状

況、システム本体並びにシステム本体に貼付さ

れている型式及び製造番号が分かるもの） 
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様式第１（第６条関係） 
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様式第２（第７条関係） 
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様式第３（第７条関係） 
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様式第４（第８条関係） 
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様式第５（第９条関係） 
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様式第６（第９条関係） 

 


